
新たな「SafeworK 向上宣言」活動にご協力を！ 

建設業労働災害防止協会宮城県支部 

宮城労働局及び関係団体では、第 14次労働災害防止計画（令

和５年度～９年度）に呼応する形で、新たに本活動を実施いた

します。当宣言は、安全で健康に働くことができる職場環境を、

労使で取り組む姿勢を内外に示すものです。 

会員各位におかれまして、実施要領に基づく宣言及びご登録

をお願いいたします。 

 

宮城労働局長メッセージ 

                           宮城労働局長 竹内 聡 

 

日頃より労働行政の推進にご理解とご協力を賜り、厚く御礼

申し上げます。 

当局は地域の総合労働行政機関として、誰もが働きやすい職

場づくりなどの実現に向け、各種施策を実施しています。働く

方々が、仕事を原因として怪我をしたり、病気になったりするこ

とは、本来あってはならないことです。しかしながら、県内では

今なお多くの労働災害が発生しており、昨年 1 年間でも 15 人

の尊い人命が失われています。 

宮城労働局では、現在、「第 14 次労働災害防止推進計画」に基づき、労働災害

防止に取り組んでいるところです。企業が労働災害防止対策を実施していく上で、

経営トップによる安全衛生の意思を内外に表明する取組は非常に重要です。事業

主の皆様には、ぜひ、当局と関係団体が実施する「SafeworK向上宣言」を活用い

ただき、労使協力して、労働災害のない、健康で安全な職場づくりを推進していた

だきますようお願いします。 

 

新規（更新）実施要領 

(１)「SafeworK 向上宣言」（様式１）を作成のうえ、事業場内の見やすい場所に

掲示する等して事業場内外に表明し、労働災害防止や職場環境の改善等を積極

的な推進を図ってください。 

なお、宣言内容には、①人の行動に由来する行動災害（転倒災害等）、②高年齢労

働者の特性に由来する災害のいずれかについて、労働者自身の労働災害防止に係る

意識向上策を一つ必ず含めてください。 

あらかじめ安全衛生委員会等にて労働者の意見を聴取するとともに、内容は、分



かりやすく簡潔に、かつ具体的な記載してください。 

(２) 「SafeworK 向上宣言『安全衛生管理自己診断』シート（様式２）」による自

己診断を実施し、改善すべき事項がある場合には改善を図ってください。 

なお、本制度は事業主のみならず、労働者自身の労働災害防止に対する意識向

上を目的の一つとしていることから、作業者や安全衛生に係る管理者に対する計

画的な教育・研修の実施に努めてください。 

 

(３)  宣言登録等 

宣言内容等を宮城労働局にて登録するので、様式１及び様式

３「SafeworK 向上宣言登録シート」を宮城労働局健康安全課

に、メールにより提出してください。 

登録先アドレス：kenkouanzenka-miyagikyoku@mhlw.go.jp 

送付メールの件名は、  

「SafeworK 向上宣言」（再）登録（事業場名）としてください。 

                【お問合せ】宮城労働局労働基準部健康安全課 

                       電話 022（299）8839 

 

 

 

 

建災防宮城県支部では、ご登録（更新含む）いただいた会員事業場に、「セーフワークシ

ンボル旗」及び同ステッカーを各 1 枚無料配布いたします。「SafeworK 向上宣言登録シー

ト」（様式３）を FAXまたはメールにて当支部にもお送りください。 

 【お問合せ・送付先】建災防宮城県支部 TEL 022（224）1797  FAX 022（265）5604 

  メールでの送付は、当支部ホームページの「お問合せ」からお送りください  

各様式はこちら 


